
議案第６２号 

 

  令和８年度  川崎市工業用水道事業会計予算 

 

 （総則） 

第１条 令和８年度川崎市工業用水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

(1) 給 水 事 業 所 数                    50 社 70 工場 

(2) 年 間 総 契 約 水 量                   132,969,500 ㎥ 

(3) １日当たり契約水量                     364,300 ㎥ 

(4) 主要な建設改良事業 

  ア 浄 水 施 設 費              677,070 千円 

  イ 配 水 施 設 費             4,910,654 千円 

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

 

収     入 

 第１款  工業 用水 道事 業 収益                          6,810,045 千円 

第１項 営 業 収 益                        6,276,258 千円 

第２項 営 業 外 収 益                          533,777 千円 

第３項  特 別 利 益                                10 千円 

 

 

支     出 

 第１款  工業 用水 道事 業 費用                                       5,731,146 千円 

  第１項  営 業 費 用                        5,564,595 千円 

  第２項  営 業 外 費 用                         156,541 千円 

  第３項  特 別 損 失                                            10 千円 

  第４項  予 備 費                                        10,000 千円 
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 （資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本

的支出額に対し不足する額 4,892,525 千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本

的収支調整額 229,782 千円、減債積立金 391,715 千円、建設改良積立金 2,624,354

千円並びに過年度分損益勘定留保資金 1,646,674 千円で補填するものとする。)。 

 

収     入 
        工 業 用 水 道 事 業                
      資 本 的 収 入 

  第１項  企 業 債                                     2,508,000 千円 

  第２項  補 助 金                                        91,238 千円 

  第３項  固 定 資 産 売 却 代 金                                        38,336 千円 

  第４項  投 資 収 入                                       500,000 千円 

  第５項  そ の 他の 資本 的収 入                                            10 千円 

 

 

支     出 
        工 業 用 水 道 事 業                
      資 本 的 支 出 

  第１項  建 設 改 良 費                                     6,270,507 千円 

  第２項  企 業 債 償 還 金                                       495,445 千円 

  第３項  投 資                                     1,259,147 千円 

  第４項  そ の 他の 資本 的支 出                                            10 千円 

第５項  予 備 費                                         5,000 千円 

  

第 1 款 3,137,584 千円 

第 1 款 8,030,109 千円 
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（債務負担行為） 

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと 

定める。 

事     項 期    間 限  度  額 

令和８年度 

原・浄・配水施設関連経費 

令和８年度から 

令和 11 年度まで 
8,313,836 千円 

令和８年度 

土地借上料 

令和８年度から 

令和 13 年度まで 
7,689 千円 

令和８年度 

情報化関連経費 
令 和 ９ 年 度 3,096 千円 

令和８年度 

財務会計システム関連経費 
令 和 ９ 年 度 29,042 千円 

令和８年度 

長沢浄水場排水処理施設関連経費 

令和８年度から 

令和 30 年度まで 
568,726 千円 

 

 （企業債） 

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと 

定める。 

起債の目的 限度 額 起債 の方 法 利 率 償還の方法 

 

 

 

 

 

1 

 

 

千円 

 

 

 

 

2,508,000 

 

 

 

 

 

 

政府資金、銀行その他

から普通貸借又は証

券発行（他の地方公共

団体との共同発行を

含む。）による。起債

の時期は当該年度と

する。ただし、事業進

捗又は財政その他の

都合により、全部又は

一部を翌年度へ繰越

して起債することが

できる。 

年 6.0％以内 

 

ただし、利率

見直し方式で

借り入れる資

金について、

利率の見直し

を行った後に

おいては、当

該見直し後の

年度における

利率とする。 

借入れの日から

40 か年以内(据

置期間を含む。)

に償還する。た

だし、企業財政

の都合により繰

上償還、償還年

限の短縮又は本

議決の範囲内で

借換えすること

ができる。 

 

 

工業用水道 

整 備 事 業 
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（一時借入金） 

第７条 一時借入金の限度額は、500,000 千円と定める。 

 （予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと

定める。 

 (1) 営業費用、営業外費用及び特別損失の間の流用 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第９条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流

用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経な

ければならない。 

 (1) 職 員 給 与 費                            739,459 千円 

 （他会計からの補助金） 

第10条 工業用水道事業助成のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、 

97,791 千円である。 

（たな卸資産購入限度額） 

第11条 たな卸資産の購入限度額は、25,900 千円と定める。 

 

令和 ８ 年 ２ 月１２日提出                     

 川崎市長 福 田 紀 彦               
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